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新型コロナウイルス感染拡大防止のための 

私立保育所の臨時休園等の対応について 

 

令和２年１２月９日（水）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感染症患者

（県発表 県内延べ９７３例目）が、本市内の私立保育所（高田保育園）の職員で

あったと判明したことから、当該保育所は、利用者の安全確保及び感染拡大防止に

万全を期すため、次のとおり対応します。 

 

記 

 

１ 臨時休園 

令和２年１２月９日（水）から１２月２１日（月）まで、臨時休園を行います。 

なお、保育の必要性があり家庭保育が困難な児童については、施設等の消毒後、

１２月１０日（木）から受入れを行います。 

２ 施設等の感染予防に係る対応 

令和２年１２月９日（水）に三重県津保健所の指導のもと施設等の消毒を実施し

ました。また、臨時休園、施設消毒等の情報については、当該保育所から利用者等

へ適時提供しています。 

３ 今後の対応 

当該保育所は、三重県津保健所の指導のもと、本件に関する接触者等の検査結果

を踏まえた上で、感染予防対策等の対応を行います。 

４ 人権尊重・個人情報保護のお願い 

新型コロナウイルスの感染は、自身や大切な家族にも起こりうることです。 

偏見や差別が生じないよう事実に基づく冷静な対応のもと、十分な配慮をお願い

します。 

５ 問い合わせ先 

高田保育園 電話０５９－２３２－２０７５ 

 


